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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの操作に基づく所定条件が満たされたことに基づいて、ゲーム内で利用可能な特
定のオブジェクトが抽選される抽選確率が設定された抽選権利を、ユーザが取得すること
を選択可能なように提示する提示部と、
　を備え、
　前記提示部は、
　前記所定条件が満たされたことに基づいて提示した第１の抽選権利をユーザが取得しな
かった場合、以降に前記所定条件が満たされたことに基づいて前記第１の抽選権利より高
い抽選確率が設定された抽選権利であって且つ前記第１の抽選権利とは少なくとも抽選内
容の一部が異なる抽選権利である第２の抽選権利をユーザが取得可能なように提示し、提
示した前記第２の抽選権利をユーザが取得した場合、以降に前記所定条件が満たされたこ
とに基づいて提示する抽選権利を前記第１の抽選権利に戻す、
　ゲーム装置。
【請求項２】
　ユーザの操作に基づく所定条件が満たされたことに基づいて、ゲーム内で利用可能な特
定のオブジェクトが抽選される抽選確率が設定された抽選権利を、ユーザが取得すること
を選択可能なように提示する提示部と、
　を備え、
　前記提示部は、
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　提示した抽選権利をユーザが取得しなかった場合、以降に前記所定条件が満たされたこ
とに基づいて、前記特定のオブジェクトに関連付けられたパラメータよりも高い値のパラ
メータが関連付けられたオブジェクトが抽選される抽選権利を提示する、
　を備えるゲーム装置。
【請求項３】
　前記所定条件は、前記ゲームにユーザがログインすることに基づいて判定される条件で
ある、
　請求項１または請求項２に記載のゲーム装置。
【請求項４】
　前記提示部は、
　前記所定条件が満たされたことに基づいて提示した第１の抽選権利をユーザが取得しな
かった場合、以降に前記所定条件が満たされたことに基づいて、前記第１の抽選権利とは
少なくとも抽選内容の一部が異なる第２の抽選権利をユーザが取得可能なように提示し、
　提示した前記第２の抽選権利をユーザが取得した場合、以降に前記所定条件が満たされ
たことに基づいて提示する抽選権利を前記第１の抽選権利に戻す、
　請求項２に記載のゲーム装置。
【請求項５】
　コンピュータに、
　ユーザの操作に基づく所定条件が満たされたことに基づいて、ゲーム内で利用可能な特
定のオブジェクトが抽選される抽選確率が設定された抽選権利を、ユーザが取得すること
を選択可能なように提示するステップと、
　前記所定条件が満たされたことに基づいて提示した第１の抽選権利をユーザが取得しな
かった場合、以降に前記所定条件が満たされたことに基づいて前記第１の抽選権利より高
い抽選確率が設定された抽選権利であって且つ前記第１の抽選権利とは少なくとも抽選内
容の一部が異なる抽選権利である第２の抽選権利をユーザが取得可能なように提示するス
テップと、
　提示した前記第２の抽選権利をユーザが取得した場合、以降に前記所定条件が満たされ
たことに基づいて提示する抽選権利を前記第１の抽選権利に戻すステップと、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項６】
　コンピュータに、
　ユーザの操作に基づく所定条件が満たされたことに基づいて、ゲーム内で利用可能な特
定のオブジェクトが抽選される抽選確率が設定された抽選権利を、ユーザが取得すること
を選択可能なように提示するステップと、
　提示した抽選権利をユーザが取得しなかった場合、以降に前記所定条件が満たされたこ
とに基づいて、前記特定のオブジェクトに関連付けられたパラメータよりも高い値のパラ
メータが関連付けられたオブジェクトが抽選される抽選権利を提示するステップと、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルゲーム等ではログイン報酬（ログインボーナス）と呼ばれる仕様が多く採用さ
れている。ログイン報酬は、その日の最初のログインに対して報酬が付与されたり、ログ
イン回数が所定値に達した場合に報酬が付与されたりするものである。例えば、特許文献
１には、ゲームへのエントリ(ログイン)に応じてスタンプが付与され、そのスタンプの収
集状態に応じて褒賞（報酬）が付与されるものが記載されている。このようなログイン報
酬は、ユーザにゲームを継続してプレイしてもらう継続率の向上を主な目的とした施策で
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ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－０２９６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したログイン報酬の多くの場合は、ログイン日数によってその報酬内容が決められ
ており、ユーザ毎に異なるものでは無かった。そのため、あるユーザにとっては有益な報
酬であっても、他のユーザにとっては不要な報酬となってしまうこともあり、報酬内容に
よっては継続率向上としての効果が希薄なことも起こり得る状況であった。
【０００５】
　本発明のいくつかの態様は、多くのユーザにとって有益な報酬を付与できるゲーム装置
、及びプログラムを提供することを目的の一つとする。
【０００６】
　また、本発明の他の態様は、後述する実施形態に記載した作用効果を奏することを可能
にするゲーム装置、及びプログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様は、ユーザの操作に基づく所定条件が
満たされたことに基づいて、ゲーム内で利用可能な特定のオブジェクトが抽選される抽選
確率が設定された抽選権利を、ユーザが取得可能なように提示する提示部と、前記提示部
により提示された抽選権利をユーザが取得しなかった場合、次に前記所定条件が満たされ
たことに基づいて前記提示部により提示される抽選権利に設定される前記抽選確率を上昇
させる抽選権利変更部と、を備えるゲーム装置である。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、コンピュータを、上記記載のゲーム装置として機能させるた
めのプログラムである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施形態に係るログイン報酬画面の一例を示す図。
【図２】第１の実施形態に係る保留された後の次回のログイン報酬画面の一例を示す図。
【図３】第１の実施形態に係るゲームシステムの構成の一例を示すブロック図。
【図４】第１の実施形態に係るユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図。
【図５】第１の実施形態に係るゲームサーバのハードウェア構成の一例を示す図。
【図６】第１の実施形態に係るユーザ端末及びゲームサーバの構成の一例を示すブロック
図。
【図７】第１の実施形態に係るカードマスタデータのデータ例を示す図。
【図８】第１の実施形態に係るログイン報酬処理の一例を示すフローチャート。
【図９】第１の実施形態に係る保留した翌日に連続ログインして再び保留した後の次回の
ログイン報酬画面の一例を示す図。
【図１０】第２の実施形態に係る抽選確率が１００％に到達した際のログイン報酬画面の
一例を示す図。
【図１１】第２の実施形態に係るレアリティが上昇した抽選権利が提示されるログイン報
酬画面の一例を示す図。
【図１２】第２の実施形態に係る図１１に示す抽選権利をユーザが取得した場合に表示さ
れるログイン報酬画面の一例を示す図。
【図１３】第２の実施形態に係るログイン報酬処理の一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
［第１の実施形態］
【００１１】
　〔ゲームの概要〕
　まず、本実施形態に係るゲームの一例について、その概要を説明する。本実施形態に係
るゲームは、ユーザが所持するゲームオブジェクトを利用してプレイするゲームであり、
例えば、対戦相手とバトルを行うバトルゲームである。ゲームオブジェクトとは、例えば
、複数のキャラクタそれぞれに対応するカードである。キャラクタとは、ゲームに登場す
る人物、動物、物体（例えば、乗り物）などである。カードとは、ゲームに登場するキャ
ラクタを示す実体であって、且つ画像（テキスト、静止画像、または、動画像など）によ
ってユーザに認識されるオブジェクトの一例である。具体的には、カードは、ゲーム内で
対戦相手となる敵キャラクタとバトルを行うキャラクタを表すカードであり、ゲーム画面
に画像で表示される。
【００１２】
　なお、ここではバトルゲームを例とするが、バトルゲームに限られるものではなく、野
球ゲームやサッカーゲーム、ＲＰＧゲーム、育成ゲーム等他の種類のゲームであってもよ
い。また、ゲームオブジェクトは、カードに限られるものではなく、メダルや、キャラク
タそのものを表すフィギュア等他のオブジェクトであってもよく、カードと同様にゲーム
画面に画像で表示されるものであってもよい。
【００１３】
　本実施形態に係るバトルゲームでは、ゲームの進行に応じてバトルに使用できる複数の
カードがユーザに付与される。例えば、カードは、ゲームのバトルに勝利したときに報酬
としてユーザに付与されたり、カード抽選を行うことによりユーザに付与されたりする。
ユーザは、付与されたカードを複数所持し、所持しているカードの中からバトルするキャ
ラクタのカードを選択することができる。なお、カードには、キャラクタを示すもの以外
に、バトルにおけるキャラクタの攻撃や防御に効果を与える武器や防具を示すものも含ま
れる。ユーザは、キャラクタを示すカードと同様に武器や防具を示すカードを所持し、所
持しているカードの中からバトルに使用するカードを選択することができる。
【００１４】
　例えば、ユーザは、ログイン報酬として、カード抽選を行うことができる抽選権利を取
得することができる。ログイン報酬とは、ユーザがゲームにログインすることに起因して
ユーザに付与される報酬である。例えば、１日につき１回までを上限として（例えば、１
日のうち初めてログインしたときに）、ゲームにログインしたユーザに対してログイン報
酬が付与される。つまり、ログイン報酬は、例えばユーザが少なくとも１日に１回ゲーム
にログインすることで報酬が付与されるため、ユーザに対して毎日ログインすることを促
し、ユーザが継続してゲームをプレイする継続率を向上させる施策である。
【００１５】
　ログイン報酬として付与される抽選権利には、抽選によって付与されるカードの種別と
抽選確率とが設定されている。例えば、抽選権利には、特定のレアリティが関連付けられ
たキャラクタカードが抽選される抽選確率が設定されている。レアリティとは、各カード
のレアリティ（希少度）を示す指標である。例えば、レアリティが高いカードほど、攻撃
力及び防御力の値が高い或いは上限値が高いカードである。ここでは、ノーマルカード、
レアカード、Ｓレアカード、ＳＲレアカードの４種類のカードがあり、ノーマルカードよ
りレアカード、レアカードよりＳレアカード、ＳレアカードよりＳＲレアカードの方がそ
れぞれレアリティの高いカードであるものとする。
【００１６】
　また、ログイン報酬による抽選権利は、ユーザが取得することも、取得せずに保留する
ことが可能である。保留した場合には、次にログイン報酬による抽選権利の抽選確率が上
昇する。つまり、ユーザは、抽選権利を取得することによって、抽選権利に設定されてい
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る抽選確率で特定のレアリティのカードを抽選することができるとともに、その抽選権利
を取得しないで保留することで、次回のログイン報酬のときに、抽選確率が上昇した抽選
権利を取得可能となる。
【００１７】
　ここで、抽選権利を取得しないで保留するとは、今回のログイン報酬による抽選権利は
取得しない（後からも取得できない状態になる）で、次回のログイン報酬による抽選権利
（今回より抽選確率が上昇した抽選権利）に持ち越すことをいう。なお、抽選権利を取得
しないで保留するとは、今回の抽選権利を一時的に取得しないで、その抽選権利を後から
取得可能な状態にすることとしてもよい。
【００１８】
　図１は、本実施形態に係るログイン報酬画面の一例を示す図である。図示するログイン
報酬画面Ｇ１０は、ログイン報酬として抽選権利を取得可能な抽選チケットが提示される
画面であり、例えばログイン報酬が付与されるイベント期間の初日に初めてゲームにログ
インしたことに応じて表示される。ログイン報酬画面Ｇ１０には、本日のログイン報酬で
あること及び抽選チケットのプレゼントであることを示す情報Ｋ１１と、レアカード以上
のカードが抽選確率１０％で抽選される抽選権利の抽選チケットＫ１２とが表示されてい
る。また、ログイン報酬画面Ｇ１０には、この抽選チケットＫ１２による抽選権利を取得
するか否かをユーザが選択可能な操作子として、ボタンＢ１とボタンＢ２とが表示されて
いる。ボタンＢ１は、「受け取る」という表示がされており、この抽選チケットＫ１２に
よる抽選権利を取得することを選択する操作子である。一方、ボタンＢ２は、「まだ受け
取らない」という表示がされており、この抽選チケットＫ１２による抽選権利を取得しな
いで保留することを選択する操作子である。
【００１９】
　例えば、ボタンＢ１に対してユーザが操作（例えば、タップ操作）を行うと、この抽選
チケットＫ１２による抽選権利がユーザに付与され、抽選権利に設定されている条件（レ
アカード以上のカードが抽選確率１０％）に基づくカード抽選を行うことが可能となる。
一方、ボタンＢ２に対してユーザが操作（例えば、タップ操作）を行うと、この抽選チケ
ットＫ１２による抽選権利はユーザに付与されないで、次回のログイン報酬では抽選チケ
ットＫ１２の抽選権利に設定されている条件が変更される。変更される条件は例えば抽選
確率であり、今回の抽選確率より次回の抽選確率が上昇する。
【００２０】
　図２は、保留された後の次回のログイン報酬画面の一例を示す図であり、例えば、図１
に示すログイン報酬画面Ｇ１０において抽選権利を取得しないで保留した後、次の日に初
めてゲームにログインした際にログイン報酬として抽選権利を取得可能な抽選チケットが
提示される画面である。図示するログイン報酬画面Ｇ２０は、図１のログイン報酬画面Ｇ
１０に対して抽選確率が５％上昇している。ログイン報酬画面Ｇ２０には、本日のログイ
ン報酬であること及び抽選チケットの抽選確率が上昇（ここでは５％ＵＰ）したことを示
す情報Ｋ２１と、レアカード以上のカードが抽選確率１５％で抽選される抽選権利の抽選
チケットＫ２２とが表示されている。また、ログイン報酬画面Ｇ２０には、この抽選チケ
ットによる抽選権利を取得するか否かをユーザが選択可能な操作子として、図１と同様に
ボタンＢ１とボタンＢ２とが表示されている。ユーザは、この抽選確率が上昇した抽選チ
ケットＫ２２（抽選権利）を取得するか、或いは取得しないで保留するかを選択すること
ができる。
【００２１】
　このように、本実施形態では、ログイン報酬において、カード抽選を行うことができる
抽選権利をユーザが取得するか、或いは取得しない代わりに抽選確率が上昇した抽選権利
を次回のログイン報酬で取得可能とするかの選択肢をユーザに提供する。これにより、ロ
グイン報酬の度にカード抽選を行いたいユーザの要望にも、抽選確率を上げてからカード
抽選を行いたいユーザの要望にもいずれも応えることができるため、多くのユーザにとっ
て有益な報酬を付与することができる。以下、本実施形態の構成について、詳しく説明す
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る。
【００２２】
　〔システム構成〕
　まず、本実施形態に係るゲームシステム１のシステム構成の概要を説明する。図３は、
本実施形態に係るゲームシステム１の構成の一例を示すブロック図である。ゲームシステ
ム１は、ユーザ端末１０－１と、ユーザ端末１０－２と、ユーザ端末１０－３、・・・と
、ゲームサーバ３０とのコンピュータ装置を備えており、これらのコンピュータ装置はネ
ットワークＮＷを介して接続される。ユーザ端末１０－１と、ユーザ端末１０－２と、ユ
ーザ端末１０－３とは同様の構成であるため、特に区別しない場合には、「－１」、「－
２」等の記載を省略してユーザ端末１０として説明する。ここでは３台のユーザ端末１０
を図示しているが、任意の台数のユーザ端末１０がゲームサーバ３０に接続されてもよい
。
【００２３】
　ゲームサーバ３０は、ユーザ端末１０において実行可能なゲームを提供するサーバ装置
である。例えば、ゲームサーバ３０は、ユーザ端末１０において実行可能なゲームの制御
プログラム（ゲーム制御プログラム）を、ユーザ端末１０からダウンロード可能に提供す
る。また、ゲームサーバ３０は、ユーザ端末１０において実行されたゲームに必要な各種
設定情報及び履歴情報などを記憶するとともに、必要に応じてユーザ端末１０に送信する
。なお、ユーザ端末１０がダウンロードするゲーム制御プログラムは、ゲームサーバ３０
に限らず、他のダウンロード可能なサーバ装置に記憶されていてもよい。
【００２４】
　ユーザ端末１０は、ゲームサーバ３０からダウンロードしたゲーム制御プログラムを実
行する。例えば、ユーザ端末１０は、ユーザが利用するコンピュータ装置であり、ＰＣ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、タブレットＰＣ、スマートフォンやフィーチャ
ーフォン等の携帯電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等が適用できる。本実施形態では、ユーザ端末１０はスマートフォ
ンであるとして説明する。
【００２５】
　図４は、本実施形態に係るユーザ端末１０のハードウェア構成の一例を示す図である。
ユーザ端末１０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）１１と、通信部１２と、入力部１３と、表示部１４と、記憶部１５とを備え、ネットワ
ークＮＷを介して接続されたゲームサーバ３０や他の装置等と通信部１２を介して通信を
行う。これらの構成要素は、バス（Ｂｕｓ）を介して相互に通信可能に接続されている。
ＣＰＵ１１は、記憶部１５に記憶された各種プログラムを実行し、ユーザ端末１０の各部
を制御する。
【００２６】
　通信部１２は、例えば、複数のイーサネット（登録商標）ポートや複数のＵＳＢ等のデ
ジタル入出力ポート等を含んで構成され、ＣＰＵ１１による制御に基づいて、ネットワー
クＮＷを介してゲームサーバ３０や他の装置等と通信を行う。
　入力部１３は、例えば、タッチパネルとしてディスプレイと一体に構成されており、ユ
ーザの操作が入力される。入力部１３は、入力された操作を示す操作情報をＣＰＵ１１へ
出力する。なお、入力部１３は、キーボードやマウス、タッチパッドや、音声により各種
の指示が入力されるマイクロホンなど、その他の入力装置であってもよい。
　表示部１４は、画像やテキスト等の情報を表示するディスプレイであり、例えば、液晶
ディスプレイパネル、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレ
イパネルなどを含んで構成される。
【００２７】
　記憶部１５は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌ
ｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓ
ａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（
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Ｒｅａｄ-Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）などを含み、ユーザ端末１０が処理する各種情報や画像、プログラム（ゲーム制御
プログラムを含む）等を記憶する。なお、記憶部１５は、ユーザ端末１０に内蔵されるも
のに限らず、ＵＳＢ等のデジタル入出力ポート等によって接続された外付け型の記憶装置
でもよい。また、ユーザ端末１０は、不図示のスピーカ、音声出力端子、カメラ、ジャイ
ロセンサ、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信モジュ
ールなどのハードウェア構成を含んで構成されてもよい。
【００２８】
　図５は、本実施形態に係るゲームサーバ３０のハードウェア構成の一例を示す図である
。ゲームサーバ３０は、例えば、ＣＰＵ３１と、通信部３２と、入力部３３と、記憶部３
５とを備え、ネットワークＮＷを介して接続された複数のユーザ端末１０や他の装置等と
通信部３２を介して通信を行う。これらの構成要素は、バス（Ｂｕｓ）を介して相互に通
信可能に接続されている。ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記憶されたゲーム制御プログラム
を実行し、複数のユーザ端末１０のそれぞれでプレイ可能なゲームを提供する。
【００２９】
　通信部３２は、例えば、複数のイーサネット（登録商標）ポートや複数のＵＳＢ等のデ
ジタル入出力ポート等を含んで構成され、ＣＰＵ３１による制御に基づいて、ネットワー
クＮＷを介して複数のユーザ端末１０や他の装置と通信を行う。
　入力部３３は、例えば、キーボードやマウス、タッチパッドや、音声により各種の指示
が入力されるマイクロホンなど、その他の入力装置である。
【００３０】
　記憶部３５は、例えば、ＨＤＤ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭなどを含み、ゲーム制御プログ
ラム、アプリケーションプログラム、ゲームに必要な各種設定情報及び履歴情報などを記
憶する。なお、記憶部３５は、ゲームサーバ３０に内蔵されるものに限らず、ＵＳＢ等の
デジタル入出力ポート等によって接続された外付け型の記憶装置でもよい。また、記憶部
３５は、ゲームサーバ３０とは物理的に離れた外部の記憶装置であってもよく、ゲームサ
ーバ３０とインターネットなどの通信網を介して接続されてもよい。また、ゲームサーバ
３０は、不図示の表示部、スピーカ、音声出力端子などのハードウェア構成を含んで構成
されてもよい。
【００３１】
　〔機能構成〕
　次に、図６を参照して、ゲームシステム１が備えるユーザ端末１０及びゲームサーバ３
０の機能構成について説明する。図６は、本実施形態に係るユーザ端末１０及びゲームサ
ーバ３０の構成の一例を示すブロック図である。まず、ゲームサーバ３０の構成について
説明する。
【００３２】
　　〔ユーザ端末１０の機能構成〕
　まず、ユーザ端末１０の機能構成について説明する。
　ユーザ端末１０は、記憶部１５に記憶されているゲーム制御プログラムをＣＰＵ１１が
実行することにより実現される機能構成として、ゲーム制御部１１０を備えている。ゲー
ム制御部１１０は、入力部１３に対するユーザの操作に応じてゲーム制御プログラムに基
づくゲームの処理を実行する。例えば、ゲーム制御部１１０は、バトルゲームの処理を実
行し、バトルゲームの処理に応じた各種のゲーム画像を表示部１４にゲーム画面として表
示させる。各種ゲーム画面には、ゲームが起動したことにより表示されるホーム画面や、
所持カードからバトルに用いるカードを選択するカード選択画面、ゲーム内で利用するア
イテム等を購入可能なアイテム購入画面、敵キャラクタとバトルを行うバトル画面等が含
まれる。また、各種ゲーム画面には、ログインしたことに起因した報酬を取得可能なログ
イン報酬画面（図１、２参照）が含まれる。
【００３３】
　例えば、ホーム画面には、カード選択画面、アイテム購入画面、バトル画面等へ遷移す
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る操作子としての操作ボタンが表示されている。ゲーム制御部１１０は、ホーム画面に表
示された各画面に対応する操作ボタンに対するユーザの操作に応じて、各画面に遷移させ
、各画面に対応する処理を実行する。また、ゲーム制御部１１０は、ログイン報酬が付与
されるイベント期間の初日に初めてゲームにログインした場合、ログイン報酬画面Ｇ１０
（図１参照）に遷移させ、ログイン報酬に関する処理を実行する。ここでは、ゲーム制御
部１１０が実行するログイン報酬に関する処理についての機能構成について説明する。
【００３４】
　ゲーム制御部１１０は、ログイン情報通知部１１１と、報酬処理部１１２と、表示制御
部１１３と、を備えている。ログイン情報通知部１１１は、ユーザの操作に基づいてゲー
ムにログインすると、ログインしたことを示すログイン通知情報を、通信部１２を介して
ゲームサーバ３０に送信する。ログイン通知情報には、ユーザの識別情報、ユーザ端末１
０の識別情報、ゲームの識別情報等が含まれる。
【００３５】
　報酬処理部１１２は、ログイン情報通知部１１１によって送信されたログイン通知情報
に基づいてゲームサーバ３０によりログイン報酬の対象と判定された場合、ゲームサーバ
３０からログイン報酬に関してユーザに提示する情報（ログイン報酬提示情報）を取得す
る。ログイン報酬提示情報とは、ログイン報酬としてユーザが取得可能な抽選権利に関す
る情報であり、抽選対象のカードの種別や抽選確率などに関する情報が含まれている。
【００３６】
　表示制御部１１３は、報酬処理部１１２が取得したログイン報酬提示情報に基づいて、
表示部１４の表示画面をログイン報酬画面（例えば図１、２のログイン報酬画面Ｇ１０、
Ｇ２０）に遷移させる。なお、ログイン報酬画面の表示画像は、ログイン報酬提示情報に
基づいて表示制御部１１３が生成してもよいし、ゲームサーバ３０がログイン報酬提示情
報として生成したものでもよい。
【００３７】
　また、ログイン報酬画面（例えば図１、２のログイン報酬画面Ｇ１０、Ｇ２０）に対す
るユーザの操作に基づいて、報酬処理部１１２は、ユーザが抽選権利を取得したか否かを
示す情報を、通信部１２を介してゲームサーバ３０へ送信する。例えば、また、ユーザが
抽選権利を取得する操作をした場合、報酬処理部１１２は、抽選権利を取得したことを示
す情報をゲームサーバ３０へ送信する。一方、ユーザが抽選権利を取得しないで保留した
場合、報酬処理部１１２は、抽選権利を保留したことを示す情報をゲームサーバ３０へ送
信する。
【００３８】
　なお、ゲーム制御部１１０は、ゲームの処理に応じた各種設定情報及び履歴情報を通信
部１２を介してゲームサーバ３０に送信するとともに、必要に応じて各種設定情報及び履
歴情報を通信部１２を介してゲームサーバ３０から取得する。例えば、ユーザが取得した
抽選権利の情報は、ゲームサーバ３０においてユーザの識別情報と関連付けられ、ゲーム
制御部１１０がゲームサーバ３０からその関連づく情報を取得することにより、抽選権利
によるカード抽選の実行が可能となる。
【００３９】
　　〔ゲームサーバ３０の機能構成〕
　次に、ゲームサーバ３０の機能構成について説明する。
　ゲームサーバ３０は、記憶部３５に記憶されているプログラムをＣＰＵ１１が実行する
ことにより実現される機能構成として、サーバ制御部３１０を備えている。サーバ制御部
３１０は、ゲームサーバ３０の各部を制御する。例えば、サーバ制御部３１０は、ユーザ
端末１０からの要求に応じて、通信部３２を介してユーザ端末１０からユーザ情報を取得
し、取得したユーザ情報を記憶部３５に記憶させる。ここで、ユーザ情報には、例えば、
ユーザの識別情報が含まれる。ユーザの識別情報は、ユーザ毎にユニークに付与されたユ
ーザＩＤある。このユーザＩＤに、ユーザのログイン履歴、ユーザのゲーム内での各種パ
ラメータ、ユーザがゲームで使用できるキャラクタカード、ユーザが取得した抽選権利な
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どが関連付けられて記憶される。なお、ユーザ情報は、ユーザを識別可能であればユーザ
ＩＤに限らずユーザ名などであってもよい。
【００４０】
　また、サーバ制御部３１０は、ユーザ端末１０からの要求に応じて、ユーザ端末１０に
おいて実行されるゲームの処理に必要な各種設定情報等を記憶部３５から読み出し、通信
部３２を介してユーザ端末１０へ送信する。また、サーバ制御部３１０は、ユーザ端末１
０から送信されたゲームのプレイ結果を示すプレイ結果情報を取得すると、取得したプレ
イ結果情報をユーザのゲームの履歴情報として記憶部３５に記憶させる。
【００４１】
　ここで、記憶部３５に記憶されるゲームの各種設定情報及び履歴情報などについて詳し
く説明する。例えば、記憶部３５は、ユーザデータ記憶部３５１と、カードマスタデータ
記憶部３５２と、所持カードデータ記憶部３５３、抽選権利データ記憶部３５４とを備え
ている。
【００４２】
　ユーザデータ記憶部３５１には、ユーザ端末１０においてゲームをプレイするユーザの
ユーザ情報が記憶される。例えば、ユーザデータ記憶部３５１には、ユーザＩＤ及びユー
ザ名や、ログイン履歴、ゲームの進行に応じて値が増加するユーザレベル等のユーザ情報
が関連付けられて記憶される。
【００４３】
　カードマスタデータ記憶部３５２には、ゲーム内で用意されているカードのマスタデー
タ（カードマスタデータ）が記憶される。図７は、カードマスタデータ記憶部３５２に記
憶されるカードマスタデータのデータ例を示す図である。図示するカードマスタデータに
は、カードＩＤ、型式、カード名、カード画像、レアリティ、属性、キャラクタパラメー
タ等のカード情報が関連付けられて設定されている。
【００４４】
　カードＩＤは、カードの種別毎に識別可能な識別情報である。例えば、カードの種別と
しては、カード名が異なるカードや、カード名が同じであってもレアリティが異なるカー
ドは、異なる種類のカードとして識別される。用途は、ゲーム内でのカードの用途に応じ
た分類であり、各カードが示すものとして、キャラクタ、武器、または防具等が設定され
ている。カード名は、各カードの名称であって、キャラクタ、武器、防具等の名称である
。カード画像は、各カードのキャラクタ、武器、防具等の態様（姿、形、名称など）の少
なくとも一部を表した画像であり、例えば、カードに描かれているイラストである。レア
リティは、各カードの希少度を示す指標であり、例えば、低い方から高い方へ順に１、２
、３、４の４段階に分けられている。ここでは、レアリティ１が通常のノーマルカード、
レアリティ２がレアカード、レアリティ３がＳレアカード、レアリティ４がＳＲレアカー
ドをそれぞれ示す。例えば、ユーザは、レアリティが高いカードを使用することで、バト
ルを有利に進められる可能性が高くなる。属性は、キャラクタを示すカードのキャラクタ
が得意とする攻撃を示す情報である。例えば、属性は、互いに優劣関係にある火、水、木
のいずれかが対応付けられている。例えば、火のキャラクタには水のキャラクタが攻撃を
すると大きなダメージを与えることができ、水のキャラクタには木のキャラクタが攻撃を
すると大きなダメージを与えることができ、木のキャラクタには火のキャラクタが攻撃を
すると大きなダメージを与えることができる。
【００４５】
　キャラクタパラメータは、ゲームの進行に応じて値が変動する情報であり、例えば、各
カード（キャラクタ）のＨＰ、攻撃力、防御力などが含まれる。なお、このカードマスタ
データに設定されているキャラクタパラメータの値は、ユーザにカードが付与されるとき
の初期値である。ＨＰは、各カード（キャラクタ）の体力や生命力等を表す値である。攻
撃力は、各カード（キャラクタ）のバトルにおける攻撃力を示す情報である。防御力は、
各カード（キャラクタ）のバトルにおける防御力の値を示す情報である。これらのキャラ
クタパラメータは、ゲームの進行過程において、バトルの勝敗やカードの合成（複数枚の
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カードをまとめて１枚のカードにすることでキャラクタパラメータの値をアップさせるこ
と）等によって変更される。例えば、ＨＰ、攻撃力、防御力などの値が高くなるにつれて
、バトルを有利に進めることができる。
【００４６】
　所持カードデータ記憶部３５３には、各ユーザが所持するカードを管理する所持カード
データが記憶される。例えば、所持カードデータには、ユーザのユーザＩＤと、そのユー
ザが所持しているカードのシリアルＮｏ（シリアルナンバー）、カードＩＤ、キャラクタ
名、キャラクタ画像、レアリティ、及びキャラクタパラメータ、が関連付けられて格納さ
れる。シリアルＮｏは、キャラクタカード毎にユニークに付与された番号であり、ゲーム
内で個々のキャラクタカードを特定可能な情報である。同じカードＩＤのキャラクタカー
ドであっても、複数所持している場合には、それぞれに異なるシリアルＮｏが対応付けら
れている。また、カードＩＤ、キャラクタ名、キャラクタ画像、レアリティ、及びキャラ
クタパラメータには、ユーザにカードが付与されたときに、そのカードのマスタデータの
値（カードマスタデータの値）が格納される。そして、ゲームの進行に応じて、この所持
カードデータのキャラクタパラメータの値は随時更新される。
【００４７】
　抽選権利データ記憶部３５４には、各ユーザに付与された抽選権利に関する抽選権利デ
ータが記憶される。例えば、抽選権利データには、ユーザのユーザＩＤと、そのユーザに
付与された抽選権利（例えば、ログイン報酬でユーザが取得した抽選権利）に関する情報
、が関連付けられて格納される。抽選権利に関する情報には、抽選対象のカードの種別、
抽選確率等が含まれる。
【００４８】
　図６に戻り、サーバ制御部３１０が実行するログイン報酬に関する処理についての機能
構成について説明する。サーバ制御部３１０は、ログイン情報取得部３１１と、抽選権利
提示部３１２と、抽選権利変更部３１３と、抽選権利付与部３１４とを備える。ログイン
情報取得部３１１は、ユーザ端末１０から送信されたログイン通知情報を通信部３２を介
して取得する。
【００４９】
　抽選権利提示部３１２は、ユーザの操作に基づく所定条件が満たされたことに基づいて
、ゲーム内で利用可能な特定のキャラクタカード（例えばレアカード以上）が抽選される
抽選確率（例えば、１０％）が設定された抽選権利を、ユーザが取得可能なように提示す
る。ここで、所定条件とは、ログイン報酬が付与される条件であり、例えばゲームにユー
ザがログインすることである。より具体的には、所定条件とは、例えば１日のうち初めて
ログインすることである。例えば、抽選権利提示部３１２は、ログイン情報取得部３１１
が取得したログイン通知情報に基づいて、ユーザデータ記憶部３５１に記憶されているユ
ーザデータのログイン履歴を参照し、所定の条件を満たすか否か（１日のうち初めてログ
インであるか否か）を判定する。そして、抽選権利提示部３１２は、所定の条件を満たす
と判定した場合、ログイン報酬の対象であると判定し、ログイン報酬提示情報を通信部３
２を介してユーザ端末１０に送信する。これにより、ユーザ端末１０において、ログイン
報酬提示情報に基づく抽選権利（抽選チケット）がログイン報酬として提示される。一方
、抽選権利提示部３１２は、所定の条件を満たさないと判定した場合、ログイン報酬の非
対象であると判定し、ログイン報酬提示情報を送信しない。
【００５０】
　なお、抽選権利提示部３１２は、所定の期間内に上記の所定条件が満たされたことに基
づいて、抽選権利（抽選チケット）をユーザが取得可能なように提示してもよい。ここで
の所定の期間とは、ログイン報酬が付与されるイベント期間であって、例えばゲームの提
供元によって設定される期間（例えば、２週間など）である。
【００５１】
　抽選権利変更部３１３は、抽選権利提示部３１２によりログイン報酬として提示された
抽選権利をユーザが取得しないで保留した場合、次に所定条件が満たされたことに基づい
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て抽選権利提示部３１２により提示される抽選権利に設定される抽選確率を上昇させる。
例えば、抽選権利変更部３１３は、ユーザが抽選権利を取得しないで保留したことを示す
情報を、通信部３２を介してユーザ端末１０から取得すると、次回の抽選権利の抽選確率
を上昇させる。例えば、抽選権利変更部３１３は、初回のログイン報酬において抽選確率
１０％が設定された抽選権利（抽選チケット）を提示し、その抽選権利が保留された場合
、次回のログイン報酬では、抽選確率を５％上昇させ、抽選確率１５％が設定された抽選
権利（抽選チケット）を提示する。なお、抽選確率を上昇させるタイミングは、ユーザが
抽選権利を取得しないで保留したタイミングでもよいし、次に所定条件が満たされたこと
により提示するタイミングでもよいし、保留から次回の提示までの間のいずれのタイミン
グであってもよい。
【００５２】
　抽選権利付与部３１４は、抽選権利提示部３１２がログイン報酬として提示した抽選権
利（抽選チケット）をユーザが取得した場合、該抽選権利をユーザに付与する。例えば、
抽選権利付与部３１４は、ユーザが抽選権利を取得したことを示す情報を、通信部３２を
介してユーザ端末１０から取得すると、該抽選権利をユーザに付与する。具体的には、抽
選権利付与部３１４は、抽選権利データ記憶部３５４に記憶されている抽選権利データに
、ユーザのユーザＩＤと、そのユーザに付与する抽選権利（ユーザが取得した抽選権利）
に関する情報とを関連付けて格納する。これにより、ユーザは、付与された抽選権利によ
るカード抽選が可能となる。
【００５３】
　例えば、サーバ制御部３１０は、ユーザ端末１０からの要求に応じて、抽選権利データ
記憶部３５４に記憶されている抽選権利データを参照し、実行可能な抽選権利を示す情報
を、通信部３２を介してユーザ端末１０に送信することによりユーザに提示する。実行可
能な抽選権利をユーザが選択することにより、選択された抽選権利によるカード抽選の実
行要求がユーザ端末１０からゲームサーバ３０に送信されると、サーバ制御部３１０は、
選択された抽選権利に設定された抽選条件によるカード抽選を実行する。そして、サーバ
制御部３１０は、抽選により選択されたキャラクタカードのデータを、ユーザＩＤに関連
付けて所持カードデータ記憶部３５３に記憶されている所持カードデータに加えることに
より、抽選により選択されたキャラクタカードをユーザに付与する。
【００５４】
　〔ログイン報酬に関する処理の動作〕
　次に、図８を参照して、ゲームサーバ３０が実行するログイン報酬処理の動作について
説明する。図８は、ログイン報酬処理の一例を示すフローチャートである。ユーザ端末１
０においてユーザがゲームにログインすると、ゲームサーバ３０のサーバ制御部３１０は
、ユーザ端末１０から送信されたログイン通知情報を、通信部３２を介して取得する（ス
テップＳ１００）。
【００５５】
　次に、サーバ制御部３１０は、取得したログイン通知情報に基づいて、ユーザデータ記
憶部３５１に記憶されているユーザデータのログイン履歴を参照し、所定の条件を満たす
か否かを判定する。具体的には、サーバ制御部３１０は、所定の条件として、本日の１回
目のログインであるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００５６】
　ステップＳ１０２において、本日の１回目のログインではないと判定された場合、即ち
所定の条件を満たさないと判定された場合（ＮＯ）、サーバ制御部３１０は、ログイン報
酬の対象ではないと判定し、処理を終了する。一方、本日の１回目のログインであると判
定された場合、即ち所定の条件を満たすと判定された場合（ＹＥＳ）、サーバ制御部３１
０は、ログイン報酬の対象であると判定し、ログイン報酬提示情報を通信部３２を介して
ユーザ端末１０に送信する。これにより、抽選権利（抽選チケット）が提示されるログイ
ン報酬画面（例えば、図１の抽選確率が１０％のログイン報酬画面Ｇ１０）がユーザ端末
１０に表示される（ステップＳ１０４）。
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【００５７】
　次に、サーバ制御部３１０は、ユーザ端末１０に表示されたログイン報酬画面において
、ユーザが抽選権利を取得したか否かを判定する（ステップＳ１０６）。具体的には、サ
ーバ制御部３１０は、ユーザが抽選権利を取得したことを示す情報を、通信部３２を介し
てユーザ端末１０から取得した場合、ユーザが抽選権利を取得したと判定する（ＹＥＳ）
。一方、サーバ制御部３１０は、ユーザが抽選権利を取得しないで保留したことを示す情
報を、通信部３２を介してユーザ端末１０から取得した場合、ユーザが抽選権利を取得し
ないで保留したと判定する（ＮＯ）。
【００５８】
　サーバ制御部３１０は、ユーザが抽選権利を取得しないで保留したと判定した場合（Ｎ
Ｏ）、抽選確率が１００％に到達したか否かを判定する（ステップＳ１０８）。抽選確率
が１００％に到達していないと判定された場合（ＮＯ）、サーバ制御部３１０は、抽選確
率を上昇（例えば、５％ＵＰ）させ、処理を終了する（ステップＳ１１０）。これにより
、次のログイン報酬の際には、ユーザ端末１０には抽選確率が上昇した抽選権利（抽選チ
ケット）が提示されるログイン報酬画面（例えば、図２の抽選確率が１５％のログイン報
酬画面Ｇ２０）がユーザ端末１０に表示される。
【００５９】
　一方、ユーザが抽選権利を受け取らないでログイン報酬の度に保留し続けていると、さ
らに抽選確率は上昇し、何日か経過すると１００％に到達してしまうことになる。ステッ
プＳ１０８において抽選確率が１００％に到達したと判定された場合（ＹＥＳ）、サーバ
制御部３１０は、抽選確率を変更せずに処理を終了する。つまり、抽選確率が１００％に
到達した場合には、その後抽選権利が保留されても抽選確率は１００％のままである。
【００６０】
　また、サーバ制御部３１０は、ステップＳ１０６においてユーザが抽選権利を取得した
と判定した場合（ＹＥＳ）、該抽選権利をユーザに付与する（ステップＳ１１２）。具体
的には、サーバ制御部３１０は、抽選権利データ記憶部３５４に記憶されている抽選権利
データに、ユーザのユーザＩＤと、そのユーザに付与する抽選権利（ユーザが取得した抽
選権利）に関する情報とを関連付けて格納する。これにより、ユーザは、付与された抽選
権利によるカード抽選が可能となる。続いて、サーバ制御部３１０は、抽選確率を初期値
（例えば、１０％）に設定し、処理を終了する（ステップＳ１１４）。つまり、抽選権利
が上昇した抽選権利をユーザが取得した場合には、次回の抽選確率は初期値に戻る。
【００６１】
　なお、ユーザがログイン報酬による抽選権利を保留した翌日にログインすることにより
連続ログインになった場合、抽選確率が上昇した抽選権利をユーザがさらに保留すると、
サーバ制御部３１０は、上昇させる抽選確率の上昇率を前回の上昇率より増加させてもよ
い。例えば、サーバ制御部３１０は、前日の上昇率は５％であったが、翌日に連続ログイ
ンしているため上昇率をさらに１％増加させて６％としてもよい。また、さらに翌々日も
ログインすると、サーバ制御部３１０は、保留後の抽選確率の上昇率を７％とさらに増加
させてもよい。つまり、連続ログインすればするほど、上昇率が増加していくことになる
。このように、連続ログインすればするほど上昇率を増加することで、連続ログインを途
切れさせないためにログインするというログインに対する動機をさらに強くユーザに与え
ることができる。なお、連続ログインが途切れると上昇率は５％と元に戻してもよい。
【００６２】
　図９は、保留した翌日に連続ログインして再び保留した後の次回のログイン報酬画面の
一例を示す図である。図示するログイン報酬画面Ｇ３０は、図２のログイン報酬画面Ｇ２
０に提示される抽選チケット（抽選権利）に対して抽選確率の上昇率が５％から６％に増
加している。ログイン報酬画面Ｇ３０には、本日のログイン報酬であり且つ現在２日連続
でログインしていること及び抽選チケットによる抽選権利の抽選確率が上昇（ここでは６
％ＵＰ）したことを示す情報Ｋ３１と、レアカード以上のカードが抽選確率２１％で抽選
される抽選権利の抽選チケットＫ３２とが表示されている。また、抽選チケットＫ３２の
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下側には、この抽選権利を保留して明日ログインすると抽選確率が７％上昇（ＵＰ）する
ことを予告する情報Ｋ３３が表示されている。また、ログイン報酬画面Ｇ２０には、図１
と同様にボタンＢ１とボタンＢ２とが表示されている。ユーザは、この抽選確率が上昇し
た抽選チケット（抽選権利）を取得するか、或いは取得しないで保留するかを選択するこ
とができる。
【００６３】
　〔第１の実施形態のまとめ〕
　以上説明してきたように、本実施形態によるゲームサーバ３０（ゲーム装置の一例）は
、抽選権利提示部３１２（提示部の一例）と、抽選権利変更部３１３とを備えている。抽
選権利提示部３１２は、ユーザの操作に基づく所定条件が満たされたことに基づいて、ゲ
ーム内で利用可能なキャラクタカード（特定のオブジェクトの一例）が抽選される抽選確
率が設定された抽選権利を、ユーザが取得可能なように提示する。抽選権利変更部３１３
は、抽選権利提示部３１２により提示された抽選権利をユーザが取得しなかった場合、次
に所定条件が満たされたことに基づいて抽選権利提示部３１２により提示される抽選権利
に設定される抽選確率を上昇させる。
【００６４】
　これにより、ゲームサーバ３０は、抽選権利をユーザが取得するか、或いは取得しない
で次回に抽選確率が上昇した抽選権利を取得可能とするかの選択肢をユーザに提供するの
で、その都度カード抽選を行いたいユーザの要望にも、抽選確率を上げてからカード抽選
を行いたいユーザの要望にもいずれも応えることができる。よって、本実施形態によれば
、多くのユーザにとって有益な報酬を付与することができる。
【００６５】
　ここで、上記の所定条件は、例えばゲームにユーザがログインすることである。
【００６６】
　これにより、ゲームサーバ３０は、ゲームにログインすることで抽選権利の取得が可能
になるため、ゲームへのログインをユーザに促し、ユーザが継続してゲームをプレイする
継続率を向上させることができる。
【００６７】
　なお、上記の所定条件は、ゲームにログインすることに限られるものではなく、ゲーム
に対するユーザのいずれの行為であってもよい。例えば、上記の所定条件は、ゲーム内で
敵を倒すことやゲーム内でコメントやメールを送ることであってもよい。
【００６８】
　例えば、抽選権利提示部３１２は、１日（所定の第１の期間内の一例）に抽選権利を提
示する回数を１回（所定回数の一例）に制限する。
【００６９】
　これにより、ゲームサーバ３０は、１日につき１回までを上限として（例えば、１日の
うち初めてログインしたときに）、ゲームにログインしたユーザにログイン報酬として抽
選権利が提示されるため、ゲームへ毎日ログインすることをユーザに促し、ユーザが継続
してゲームをプレイする継続率を向上させることができる。
【００７０】
　なお、本実施形態では、ログイン報酬として抽選権利が提示されるのが１日単位で１回
までとしたが、１日単位に限られるものではなく、例えば数日単位としてもよいし、数時
間単位としてもよい。
【００７１】
　また、上記のログイン報酬が付与される期間には制限があることが望ましい。例えば、
抽選権利提示部３１２は、ログイン報酬が付与されるイベント期間（所定の第２の期間内
の一例）に所定条件が満たされたことに基づいて、抽選権利を提示する。
【００７２】
　これにより、ゲームサーバ３０は、ログイン報酬に期限があることによって、ユーザに
対してよりログインの必要性を高めることができる。例えば、ゲームサーバ３０は、イベ
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ント期間のみの特別感をユーザに与えることができ、普段プレイ頻度の少ないユーザに対
してもゲームへのログインを促すことができる。
【００７３】
　また、抽選権利変更部３１３は、所定条件が満たされた状況によって、次に所定条件が
満たされたことに基づいて上昇させる前記抽選確率の上昇率を変更してもよい。
【００７４】
　これにより、ゲームサーバ３０は、例えば、所定条件が満たされた状況によって、抽選
確率の上昇率を増加させたり減少させたりすることができる。例えば、ゲームサーバ３０
は、所定条件がゲーム内で敵を倒すことやゲーム内でコメントやメールを送ること等であ
る場合、その条件が満たされた状況によって抽選確率の上昇率を増加させると、抽選確率
の上昇率が増加するようにゲームをプレイするというプレイへの動機をユーザに与えるこ
とができる。なお、ゲームサーバ３０は、所定条件がゲーム内で敵を倒さないことやゲー
ム内でコメントやメールを送らないこと等である場合、その条件が満たされた状況によっ
て抽選確率の上昇率を減少させると、抽選確率の上昇率が減少してしまわないように、ゲ
ームをプレイするというプレイへの動機をユーザに与えることができる。
【００７５】
　また、抽選権利変更部３１３は、所定条件が所定の単位で連続して満たされた状況の場
合、次に所定条件が満たされたことに基づいて上昇させる抽選確率の上昇率を上げる。
【００７６】
　例えば、ゲームサーバ３０は、所定の単位（例えば、毎日）でユーザが連続してログイ
ンすればするほど抽選確率の上昇率を増加させることができる。この場合、ゲームサーバ
３０は、連続ログインが途切れさせないためにログインするというログインへの動機を強
くユーザに与えることができる。
【００７７】
　なお、所定条件が満たされた状況は、連続ログインに限られるものではなく、例えば、
所定の期間内（例えば、１日）のログイン回数であってもよい。
【００７８】
　また、抽選権利変更部３１３は、抽選権利提示部３１２により提示された抽選権利をユ
ーザが取得した場合、次に所定条件が満たされたことに基づいて抽選権利提示部３１２に
より提示される抽選権利に設定される抽選確率を初期値にする。
【００７９】
　これにより、ゲームサーバ３０は、ユーザが抽選権利を保留することによって抽選確率
が上昇した抽選権利をユーザが取得した場合には、その次からは抽選権利を元の初期値に
戻すことで、抽選によりキャラクタカードが付与され過ぎないようにすることができる。
【００８０】
　また、上記のキャラクタカード（特定のオブジェクトの一例）は、特定のパラメータが
関連付けられたオブジェクトである。ここで、特定のパラメータは、キャラクタカードの
レアリティを示すパラメータである。
【００８１】
　これにより、ゲームサーバ３０は、特定のパラメータ（例えば、レアリティなど）が関
連付けられたキャラクタカードの抽選権利を、ユーザが取得することも、或いは取得しな
いで次回に抽選確率が上昇した抽選権利を取得可能とするかの選択肢をユーザに提供する
ことができる。よって、ゲームサーバ３０は、その都度カード抽選を行いたいユーザの要
望にも、抽選確率を上げてからカード抽選を行いたいユーザの要望にもいずれも応えるこ
とができる。よって、本実施形態によれば、多くのユーザにとって有益な報酬を付与する
ことができる。
【００８２】
　なお、特定のパラメータは、レアリティに限らず、キャラクタカードに関連付けられて
いる他のパラメータであってもよい。また、特定のパラメータは、レアリティに加えて他
のパラメータを含んでもよい。他のパラメータとは、例えばキャラクタカードの属性、Ｈ



(15) JP 6979682 B2 2021.12.15

10

20

30

40

50

Ｐ、攻撃力、防御力等でもよい。
【００８３】
　また、上記の抽選権利は、ゲーム内で使用される抽選チケット（アイテムの一例）であ
る。これにより、ゲームサーバ３０は、ゲーム内で利用できる抽選権利を明示的に付与す
るため、ユーザにゲームをプレイする動機付けを与えることができる。
【００８４】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。本実施形態のゲームシステム１の構成は、
第１の実施形態と同様であるので、本実施形態において特徴的な処理について説明する。
本実施形態では、抽選確率が１００％に到達すると、さらにユーザがその抽選権利を取得
しないで保留した場合、次のログイン報酬による抽選権利で抽選対象となるキャラクタカ
ードのレアリティが高くなる例について説明する。
【００８５】
　例えば、抽選権利変更部１３３は、抽選権利提示部３１２により提示された抽選権利を
ユーザが取得しなかった場合、次に所定条件（ログイン報酬が付与される条件）が満たさ
れたことに基づいて、抽選対象となるキャラクタカードのレアリティを上昇させる。例え
ば、第１の実施形態で説明したように、ユーザが抽選権利を受け取らないで保留し続けて
いると抽選確率は１００％に到達する。この場合、抽選権利変更部１３３は、翌日のログ
イン報酬では、抽選対象となるキャラクタカードのレアリティを上昇させる。例えば、抽
選権利変更部１３３は、レアカードからレアカードよりレアリティの高いＳレアカードに
変更する。
【００８６】
　図１０は、抽選確率が１００％に到達した際のログイン報酬画面の一例を示す図である
。図示するログイン報酬画面Ｇ４０は、には、本日のログイン報酬であり且つ現在○日連
続でログインしていること、及び抽選チケットによる抽選権利の抽選確率が上昇（○％Ｕ
Ｐ）したことを示す情報Ｋ４１と、レアカード以上のカードが抽選確率１００％で抽選さ
れる抽選権利の抽選チケットＫ４２とが表示されている。また、抽選チケットＫ４２の下
側には、このレアカード以上の抽選確率が１００％に到達したこと、及びこの抽選権利を
保留して明日ログインすると、レアカードよりレアリティが高いＳレアカード以上が抽選
対象となること（抽選確率は１０％）を予告する情報Ｋ４３が表示されている。レアリテ
ィが上昇したことにより、抽選確率は初期値に戻っている。また、ログイン報酬画面Ｇ４
０には、ボタンＢ１とボタンＢ２とが表示されている。ユーザは、この抽選チケットＫ４
２（抽選権利）を取得するか、或いは取得しないで保留するかを選択することができる。
【００８７】
　図１１は、レアリティが上昇した抽選権利が提示されるログイン報酬画面の一例を示す
図であり、図１０に示す抽選権利が保留された後の次回のログイン報酬画面として表示さ
れる例である。図示するログイン報酬画面Ｇ５０には、本日のログイン報酬であり且つ現
在○日連続でログインしていること、及び抽選チケットによる抽選権利のグレードがＵＰ
（ここでは、レアリティの上昇）したことを示す情報Ｋ５１と、Ｓレアカード以上のカー
ドが抽選確率１０％で抽選される抽選権利の抽選チケットＫ５２とが表示されている。レ
アリティが上昇したことにより、抽選確率は初期値に戻っている。また、抽選チケットＫ
５２の下側には、この抽選権利を保留して明日ログインすると抽選確率が３％上昇（ＵＰ
）することを予告する情報Ｋ５３が表示されている。なお、翌日ログインした場合の抽選
確率の上昇率は、レアカード以上の抽選権利の上昇率よりも低い３％となっている。レア
リティによって抽選確率の上昇率を変更することで、高レアリティのカードなどが抽選で
付与され過ぎないようにしてゲーム内でのカードの付与バランスを維持している。例えば
、レアリティが高いほど、抽選確率の上昇率を下げている。また、ログイン報酬画面Ｇ５
０には、ボタンＢ１とボタンＢ２とが表示されている。ユーザは、この抽選チケットＫ５
２（抽選権利）を取得するか、或いは取得しないで保留するかを選択することができる。
【００８８】
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　図１２は、図１１に示す抽選権利をユーザが取得した場合に表示されるログイン報酬画
面の一例を示す図である。図１１に示すログイン報酬画面Ｇ５０においてボタンＢ１に対
してユーザが操作すると、ログイン報酬画面Ｇ５０の提示されている抽選チケットＫ５２
の抽選権利を実行可能な状態でユーザが所持することになる。図１２に示すログイン報酬
画面Ｇ６０には、Ｓレアカード以上のカードが抽選確率１０％で抽選される抽選チケット
（抽選権利）をユーザが受け取ったことを示す情報Ｋ６１が表示されている。また、ユー
ザが抽選チケット（抽選権利）を取得すると、新たな抽選チケットが設定される。ログイ
ン報酬画面Ｇ６０には、新たに設定された抽選チケットＫ６２（レアカード以上、抽選確
率１０％）と、明日のログインで抽選チケットＫ６２がプレゼントされる（ログイン報酬
となる）ことを示す情報Ｋ６３とが表示されている。この新たに設定された抽選チケット
Ｋ６２も、上述と同様に保留されることによりログイン報酬の度に抽選確率やレアリティ
を上昇させることができる。
【００８９】
　次に、図１３を参照して、本実施形態に係るログイン報酬処理の動作を説明する。図１
３は、本実施形態に係るログイン報酬処理の一例を示すフローチャートである。図示する
ログイン報酬処理は、図８に示す第１の実施形態のログイン報酬処理に対してステップＳ
２００、Ｓ２０１、Ｓ２０２の処理が追加されており、抽選確率が１００％に到達したと
きの処理が異なる。この図において、図８の各処理に対応する処理には同一の符号を付し
ており、その説明を省略する。
【００９０】
　ステップＳ１０８において抽選確率が１００％に到達したと判定された場合（ＹＥＳ）
、サーバ制御部３１０は、レアリティを上昇（例えば、レアカード以上からＳレアカード
以上にＵＰ）させる（ステップＳ２００）。続いて、サーバ制御部３１０は、抽選確率を
初期値（例えば、１０％）に設定し、処理を終了する（ステップＳ２０１）。つまり、抽
選権利をユーザが保留したことにより次回の抽選権利のレアリティが上昇する場合には抽
選確率は初期値に戻る。
【００９１】
　また、ステップＳ１０６において、抽選権利が取得されたと判定された場合、サーバ制
御部３１０は、該抽選権利をユーザに付与する（ステップＳ１１２）。そして、サーバ制
御部３１０は、抽選確率を初期値（例えば、１０％）に設定し（ステップＳ１１４）、且
つレアリティを初期値（例えば、レアカード以上）に設定し（ステップＳ２０２）、処理
を終了する。つまり、第１の実施形態で説明したように、抽選確率が上昇した抽選権利を
ユーザが取得した場合には、次回の抽選確率は初期値に戻るとともに、本実施形態では、
レアリティが上昇した抽選権利をユーザが取得した場合には、次回のレアリティは初期値
に戻る。
【００９２】
　〔第２の実施形態のまとめ〕
　以上説明してきたように、本実施形態によるゲームサーバ３０（ゲーム装置の一例）の
抽選権利変更部３１３は、抽選権利提示部３１２により提示された抽選権利をユーザが取
得しなかった場合、次にログイン報酬が付与される条件（所定条件の一例）が満たされた
ことに基づいて抽選確率により抽選されるキャラクタカード（特定のオブジェクトの一例
）のレアリティ（特定のパラメータの一例）を上昇させる。
【００９３】
　これにより、ゲームサーバ３０は、レアリティの低いキャラクタカードのカード抽選を
ログイン報酬の度に行いたいユーザの要望にも、レアリティを高く上げてからカード抽選
を行いたいユーザの要望にもいずれも応えることができる。例えば、初級のユーザはカー
ドなどがまだ揃っていないため、高価値のものより数を望む傾向がある。この場合には、
抽選権利を早い段階で受け取ることによってレアリティは低くても数を揃えることができ
る。一方、必要なカードがある程度揃っている上級ユーザは、数よりも必要な１枚を望む
傾向がある。そのような場合には、高いレアリティ、高い抽選確率にまで上げることで、
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所望のカードを得られ易くすることができる。本実施形態によれば、これらユーザの要望
に沿った選択がユーザ毎にユーザの判断で可能となる。よって、多くのユーザにとって有
益な報酬を付与することができる。
【００９４】
　なお、抽選権利変更部３１３は、キャラクタカード（特定のオブジェクトの一例）のレ
アリティが高いほど、抽選確率の上昇率を下げてもよい。
【００９５】
　これにより、ゲームサーバ３０は、高レアリティのキャラクタカードが抽選され過ぎな
いようにすることができ、ゲーム内でのキャラクタカードの付与バランスを維持すること
ができる。
【００９６】
　なお、抽選確率が１００％に到達した場合に上昇させるのはレアリティに限られるもの
ではなく、他のパラメータであってもよい。例えば、ゲームサーバ３０は、抽選確率が１
００％に到達した場合、攻撃力や防御力等の他のパラメータを上昇させてもよい。
【００９７】
　［変形例］
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は上
述の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含ま
れる。例えば、上述の第１、２の実施形態において説明した各構成は、任意に組み合わせ
ることができる。
【００９８】
　なお、上記実施形態において、連続ログインが途切れた場合、抽選確率の上昇率を初期
値に戻す例を説明したが、途切れた場合の処理はこれに限られるものではない。例えば、
ゲームサーバ３０は、連続ログインが途切れた場合に抽選確率の上昇率を初期値に戻さな
くてもよい。この場合には、連続でログインした時に上昇率が増加するのみとなり、下が
ることはない。また、初期値に戻すのではなく、初期値に近づけてもよい。また、ゲーム
サーバ３０は、ユーザがログインしない日があった場合、その日数に応じて抽選確率の上
昇率を下げるようにしてもよい。要するに一日ログインしなかった場合、抽選確率の上昇
率が一気に初期値に戻るのではなく、徐々に減少するようにしてもよい。
【００９９】
　また、上記実施形態において、抽選チケット（抽選権利）を取得した場合、抽選チケッ
トを一旦所持し、それを利用することによってカード抽選が実行可能な例を説明したが、
抽選チケット（抽選権利）を取得することによって所持するのではなく、抽選チケット（
抽選権利）を取得することによってカード抽選が実行されてもよい。
【０１００】
　また、抽選確率の上昇率は、特定の日に多く増加するようにしてもよい。例えば、イン
率の悪くなる曜日などは、抽選確率の上昇率を高めに設定してもよい。
【０１０１】
　また、上記実施形態では、１回のログイン報酬としての抽選チケットには１枚のカード
の抽選を行う１回分の抽選権利が設定されているが、１枚のカードの抽選に限られるもの
ではなく、２枚以上の任意の数のカードの抽選権利が設定されてもよい。また、１回のロ
グイン報酬としての抽選チケットに複数回分の抽選権利が設定されてもよい。１回のログ
イン報酬に複数枚のカードの抽選または複数回のカード抽選の抽選権利が設定されている
場合、設定されるレアリティ（特定のパラメータの一例）または抽選確率は複数であって
もよい。例えば、レアカード以上が抽選確率５０％、及びＳレアカード以上が抽選確率１
０％の２種類のカード抽選が設定された抽選権利であってもよい。
【０１０２】
　また、上記実施形態では、ゲームサーバ３０の記憶部３５が、ユーザデータ記憶部３５
１と、カードマスタデータ記憶部３５２と、所持カードデータ記憶部３５３と、抽選権利
データ記憶部３５４とを備えている構成を説明したが、記憶部３５が備える各記憶部の一
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部、または、各記憶部に記憶されているデータの一部は、ユーザ端末１０の記憶部１５に
も記憶されてもよい。例えば、記憶部３５に記憶されているデータのうち各ユーザのデー
タ（例えば、各ユーザのユーザデータ及び所持カードデータ）は、各ユーザのユーザ端末
１０のそれぞれの記憶部１５に記憶されてもよい。つまり、ゲームサーバ３０には、ゲー
ムに登録されている全てのユーザのデータが記憶され、ユーザ端末１０には、各ユーザの
データが記憶されてもよい。この場合、ゲームサーバ３０に記憶されているデータとユー
ザ端末１０に記憶されているデータとは、所定の契機で同期が行われる。
【０１０３】
　また、上述のゲーム制御部１１０またはサーバ制御部３１０の機能を実現するためのプ
ログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録された
プログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによりゲーム制御部１１
０またはサーバ制御部３１０としての処理を行ってもよい。ここで、「記録媒体に記録さ
れたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行する」とは、コンピュータシ
ステムにプログラムをインストールすることを含む。ここでいう「コンピュータシステム
」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシス
テム」は、インターネットやＷＡＮ、ＬＡＮ、専用回線等の通信回線を含むネットワーク
を介して接続された複数のコンピュータ装置を含んでもよい。また、「コンピュータ読み
取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のこ
とをいう。このように、プログラムを記憶した記録媒体は、ＣＤ－ＲＯＭ等の非一過性の
記録媒体であってもよい。また、記録媒体には、当該プログラムを配信するために配信サ
ーバからアクセス可能な内部または外部に設けられた記録媒体も含まれる。配信サーバの
記録媒体に記憶されるプログラムのコードは、端末装置で実行可能な形式のプログラムの
コードと異なるものでもよい。すなわち、配信サーバからダウンロードされて端末装置で
実行可能な形でインストールができるものであれば、配信サーバで記憶される形式は問わ
ない。なお、プログラムを複数に分割し、それぞれ異なるタイミングでダウンロードした
後に端末装置で合体される構成や、分割されたプログラムのそれぞれを配信する配信サー
バが異なっていてもよい。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、ネット
ワークを介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータ
システム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持しているも
のも含むものとする。また、上記プログラムは、上述した機能の一部を実現するためのも
のであってもよい。さらに、上述した機能をコンピュータシステムに既に記録されている
プログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）
であってもよい。
【０１０４】
　また、上述のゲーム制御部１１０またはサーバ制御部３１０の一部または全部の機能を
、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等の集積回路として実現
してもよい。上述した各機能は個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集
積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、ま
たは汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する
集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
【０１０５】
　また、上記実施形態では、ゲームサーバ３０が抽選に関する処理を行う構成を説明した
が、ユーザ端末１０が抽選に関する処理を行う構成としてもよい。例えば、ユーザ端末１
０で実行されるゲームの処理がユーザ端末１０で独立して（スタンドアローンで）行われ
るような場合、ユーザ端末１０で抽選に関する処理を行う機能構成として、上記実施形態
で説明した抽選権利提示部３１２、抽選権利変更部３１３、抽選権利付与部３１４、ユー
ザデータ記憶部３５１、カードマスタデータ記憶部３５２、所持カードデータ記憶部３５
３、抽選権利データ記憶部３５４等に相当する構成をユーザ端末１０が備えてもよい。
【０１０６】
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　［付記］
　以上の記載から本発明は例えば以下のように把握される。なお、本発明の理解を容易に
するために添付図面の参照符号を便宜的に括弧書きにて付記するが、それにより本発明が
図示の態様に限定されるものではない。
【０１０７】
　　（付記１）本発明の一態様に係るゲーム装置（３０、１０）は、ユーザの操作に基づ
く所定条件が満たされたことに基づいて、ゲーム内で利用可能な特定のオブジェクトが抽
選される抽選確率が設定された抽選権利を、ユーザが取得可能なように提示する提示部（
３１２、Ｓ１０４）と、前記提示部により提示された抽選権利をユーザが取得しなかった
場合、次に前記所定条件が満たされたことに基づいて前記提示部により提示される抽選権
利に設定される前記抽選確率を上昇させる抽選権利変更部（３１３、Ｓ１１０）と、を備
える。
【０１０８】
　付記１の構成によれば、ゲーム装置は、抽選権利をユーザが取得するか、或いは取得し
ないで次回に抽選確率が上昇した抽選権利を取得可能とするかの選択肢をユーザに提供す
るので、その都度抽選を行いたいユーザの要望にも、抽選確率を上げてから抽選を行いた
いユーザの要望にもいずれも応えることができる。よって、本実施形態によれば、多くの
ユーザにとって有益な報酬を付与することができる。
【０１０９】
　（付記２）また、本発明の一態様は、付記１に記載のゲーム装置であって、前記所定条
件は、前記ゲームにユーザがログインすることである。
【０１１０】
　付記２の構成によれば、ゲーム装置は、ゲームにログインすることで抽選権利の取得が
可能になるため、ゲームへのログインをユーザに促し、ユーザが継続してゲームをプレイ
する継続率を向上させることができる。
【０１１１】
　（付記３）また、本発明の一態様は、付記１または付記２に記載のゲーム装置であって
、前記特定のオブジェクトは、特定のパラメータが関連付けられたオブジェクトである。
【０１１２】
　付記３の構成によれば、ゲーム装置は、特定のパラメータが関連付けられた特定のオブ
ジェクト（例えば、キャラクタカード）の抽選権利を、ユーザが取得することも、或いは
取得しないで次回に抽選確率が上昇した抽選権利を取得可能とするかの選択肢をユーザに
提供することができる。
【０１１３】
　（付記４）また、本発明の一態様は、付記３に記載のゲーム装置であって、前記特定の
パラメータは、前記特定のオブジェクトのレアリティを示すパラメータである。
【０１１４】
　付記４の構成によれば、ゲーム装置は、レアリティが関連付けられた特定のオブジェク
ト（例えば、キャラクタカード）の抽選権利を、ユーザが取得することも、或いは取得し
ないで次回に抽選確率が上昇した抽選権利を取得可能とするかの選択肢をユーザに提供す
ることができる。
【０１１５】
　（付記５）また、本発明の一態様は、付記３または付記４に記載のゲーム装置であって
、前記抽選権利変更部は、前記提示部により提示された抽選権利をユーザが取得しなかっ
た場合、次に前記所定条件が満たされたことに基づいて前記抽選確率により抽選される前
記特定のオブジェクトに関連付けられたパラメータの値を上昇させる（Ｓ２００）。
【０１１６】
　付記５の構成によれば、ゲーム装置は、特定のパラメータ（例えば、レアリティ）の低
い特定のオブジェクトのカード抽選を、その都度に行いたいユーザの要望にも、特定のパ
ラメータ（例えば、レアリティ）を高く上げてからカード抽選を行いたいユーザの要望に
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もいずれも応えることができる。
【０１１７】
　（付記６）また、本発明の一態様は、付記４に記載のゲーム装置であって、前記抽選権
利変更部は、前記特定のオブジェクトのレアリティが高いほど、前記抽選確率の上昇率を
下げる。
【０１１８】
　付記６の構成によれば、ゲーム装置は、高レアリティの特定のオブジェクト（例えば、
キャラクタカード）が抽選され過ぎないようにすることができ、ゲーム内での特定のオブ
ジェクトの付与バランスを維持することができる。
【０１１９】
　（付記７）また、本発明の一態様は、付記１から付記６のいずれか一に記載のゲーム装
置であって、前記抽選権利変更部は、前記提示部により提示された抽選権利をユーザが取
得した場合、次に前記所定条件が満たされたことに基づいて前記提示部により提示される
抽選権利に設定される前記抽選確率を初期値にする（Ｓ１１４）。
【０１２０】
　付記７の構成によれば、ゲーム装置は、ユーザが抽選権利を保留することによって抽選
確率が上昇した抽選権利をユーザが取得した場合には、その次は抽選権利を元の初期値に
戻すことで、抽選により特定のオブジェクト（例えば、キャラクタカード）が付与され過
ぎないようにすることができる。
【０１２１】
　（付記８）また、本発明の一態様は、付記１から付記７のいずれか一に記載のゲーム装
置であって、前記抽選権利変更部は、前記所定条件が満たされた状況によって、次に前記
所定条件が満たされたことに基づいて上昇させる前記抽選確率の上昇率を変更する。
【０１２２】
　付記８の構成によれば、ゲーム装置は、所定条件が満たされた状況によって、抽選確率
の上昇率を増加させたり減少させたりすることができる。例えば、ゲーム装置は、所定条
件がゲーム内で敵を倒すことやゲーム内でコメントやメールを送ること等である場合、そ
の条件が満たされた状況によって抽選確率の上昇率を増加させると、抽選確率の上昇率が
増加するようにゲームをプレイするというプレイへの動機をユーザに与えることができる
。また、ゲーム装置は、所定条件がゲーム内で敵を倒さないことやゲーム内でコメントや
メールを送らないこと等である場合、その条件が満たされた状況によって抽選確率の上昇
率を減少させると、抽選確率の上昇率が減少してしまわないように、ゲームをプレイする
というプレイへの動機をユーザに与えることができる。
【０１２３】
　（付記９）また、本発明の一態様は、付記８に記載のゲーム装置であって、前記抽選権
利変更部は、前記所定条件が所定の単位で連続して満たされた状況の場合、次に前記所定
条件が満たされたことに基づいて上昇させる前記抽選確率の上昇率を上げる。
【０１２４】
　付記９の構成によれば、ゲーム装置は、例えば、所定の単位で連続してログインがされ
た場合、ユーザが連続ログインすればするほど抽選確率の上昇率を増加させることができ
る。この場合、ゲームサーバ３０は、連続ログインが途切れさせないためにログインする
というログインへの動機を強くユーザに与えることができる。
【０１２５】
　（付記１０）また、本発明の一態様は、付記１から付記９のいずれか一に記載のゲーム
装置であって、前記提示部は、所定の第１の期間内に前記抽選権利を提示する回数を所定
回数に制限する。
【０１２６】
　付記１０の構成によれば、ゲーム装置は、所定の第１の期間内につき所定回数までを上
限として（例えば、１日のうち初めてログインしたときの１回まで）、抽選権利が提示さ
れるため、ゲームへ毎日ログインすることをユーザに促し、ユーザが継続してゲームをプ
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【０１２７】
　（付記１１）また、本発明の一態様は、付記１から付記１０のいずれか一に記載のゲー
ム装置であって、前記提示部は、所定の第２の期間内に前記所定条件が満たされたことに
基づいて、前記抽選権利を提示する。
【０１２８】
　付記１１の構成によれば、ゲーム装置は、抽選権利が提示される期間に制限があること
によって、ユーザに対してより所定条件を満たす（例えば、ログイン）の必要性を高める
ことができる。例えば、ゲーム装置は、イベント期間のみの特別感をユーザに与えること
ができ、普段プレイ頻度の少ないユーザに対してもゲームのプレイを促すことができる。
【０１２９】
　（付記１２）また、本発明の一態様は、付記１から付記１１のいずれか一に記載のゲー
ム装置であって、前記抽選権利は、前記ゲーム内で使用されるアイテムである。
【０１３０】
　付記１２の構成によれば、ゲーム装置は、ゲーム内で利用できる抽選権利を明示的に付
与するため、ユーザにゲームをプレイする動機付けを与えることができる。
【０１３１】
　（付記１３）また、本発明の一態様に係るプログラムは、コンピュータを、付記１から
付記１２のいずれか一に記載のゲーム装置（３０、１０）として機能させるためのプログ
ラムである。
【０１３２】
　付記１３の構成によれば、プログラムは、抽選権利をユーザが取得するか、或いは取得
しないで次回に抽選確率が上昇した抽選権利を取得可能とするかの選択肢をユーザに提供
するので、その都度抽選を行いたいユーザの要望にも、抽選確率を上げてから抽選を行い
たいユーザの要望にもいずれも応えることができる。よって、本実施形態によれば、多く
のユーザにとって有益な報酬を付与することができる。
【符号の説明】
【０１３３】
　１　ゲームシステム、１０　ユーザ端末、１１　ＣＰＵ、１２　通信部、１３　入力部
、１４　表示部、１５　記憶部、３０　ゲームサーバ、３１　ＣＰＵ、３２　通信部、３
５　記憶部、１１０　ゲーム制御部、１１１　ログイン情報通知部、１１２　報酬処理部
、１１３　表示制御部、３１０　サーバ制御部、３１１　ログイン情報取得部、３１２　
抽選権利提示部、３１３　抽選権利変更部、３１４　抽選権利付与部、３５１　ユーザデ
ータ記憶部、３５２　カードマスタデータ記憶部、３５３　所持カードデータ記憶部、３
５４　抽選権利データ記憶部
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